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児
童
扶
養
手
当
等
の
現
況
届
を
お
忘
れ
な
く
！

　

８
月
は
、
児
童
扶
養
手
当
・
愛
知
県
遺

児
手
当
・
大
口
町
児
童
扶
養
手
当
・
特
別

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
方

が
、
引
き
続
き
手
当
を
受
け
ら
れ
る
か
ど

う
か
を
確
認
す
る
た
め
、
現
況
届
等
を
提

出
し
て
い
た
だ
く
時
期
で
す
。

　

８
月
上
旬
に
、
福
祉
こ
ど
も
課
か
ら
必

要
書
類
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
必
ず
期
限

内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
開
始
か
ら
５
年

経
過
等
に
該
当
す
る
方
は
、
現
況
届
と
併

せ
て
一
部
支
給
停
止
適
用
除
外
届
出
書（
緑

色
の
様
式
）
お
よ
び
関
係
書
類
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
該
当
者
へ
は
送
付

済
で
す
。

提
出
書
類

▽
児
童
扶
養
手
当

　

①
現
況
届

　

②
児
童
扶
養
手
当
証
書

　

③
養
育
費
に
関
す
る
申
告
書
な
ど

▽
愛
知
県
遺
児
手
当

　

所
得
状
況
届
な
ど

※�

令
和
２
年
１
月
２
日
以
降
、
大
口
町
へ

転
入
さ
れ
た
方
は
、
令
和
２
年
１
月
１

日
現
在
お
住
ま
い
の
住
所
地
に
て
、「
令

和
２
年
度（
令
和
元
年
分
）課
税
証
明
書
」

を
取
得
の
上
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
大
口
町
児
童
扶
養
手
当

　

現
況
届
な
ど

▽
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

①
所
得
状
況
届

　

②
特
別
児
童
扶
養
手
当
証
書

提
出
期
間

▽�

児
童
扶
養
手
当
・
愛
知
県
遺
児
手
当
・

大
口
町
児
童
扶
養
手
当

　

８
月
３
日
豺
か
ら
31
日
豺

▽
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

８
月
12
日
貉
か
ら
９
月
11
日
貊

問
合
せ
お
よ
び
提
出
先

　

ほ
ほ
え
み
プ
ラ
ザ
１
階

　

福
祉
こ
ど
も
課　

蘂
94
ー

１
２
２
２

　

受
給
者
の
方
は
、
毎
年
１
回
現
況
届
・

所
得
状
況
届
の
提
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

提
出
が
な
い
場
合
、
８
月
以
降
の
手
当

が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
期
間

内
に
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
必
要
書

類
は
郵
送
し
ま
す
。

提
出
書
類

▽�

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当

①
現
況
届　

②
年
金
振
込
通
知
書
（
ハ

ガ
キ
）
③
令
和
元
年
中
の
年
金
の
金
額

が
確
認
で
き
る
通
帳

▽
愛
知
県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当

　

所
得
状
況
届

※�

令
和
２
年
１
月
２
日
以
降
、
大
口
町
へ
転

入
さ
れ
た
方
は
、
令
和
２
年
１
月
１
日
現

在
お
住
ま
い
の
住
所
地
に
て
、「
令
和
２

年
度
（
令
和
元
年
分
）
課
税
証
明
書
」
を

取
得
の
上
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
期
間

▽�

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当

８
月
12
日
貉
か
ら
９
月
11
日
貊

▽�

愛
知
県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当　

　

７
月
31
日
貊
か
ら
８
月
31
日
豺

※�

各
手
当
と
も
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。　

問�

合
せ
お
よ
び
提
出
先

　

ほ
ほ
え
み
プ
ラ
ザ
１
階

　

福
祉
こ
ど
も
課　

蘂
94
ー
１
２
２
２

特
別
障
害
者
手
当
等
現
況
届
・

愛
知
県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当

所
得
状
況
届
の
提
出

ひとり親世帯臨時特別給付金
ひとり親世帯を支援するため、給付金が支給されます

基本給付の対象者

給付額

①令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方
②公的年金等を受給しており、令和２年６月分の児童扶養手当の
　支給が全額停止される方
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、
   収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

追加給付の対象者
上記、①または②に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症
の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方

１世帯………………………　５万円
第２子以降１人につき……　３万円

給付額
１世帯………………………　５万円

のご案内

※詳しくは、福祉こども課（蘂 94-1222）までお問い合わせください。


